
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
施錠装置を具備するシューズロッカー及び脱衣ロッカーが設置された施設において用いら
れ、施設への入場時に貸与されるＩＣチップが内蔵されたリストバンドと、
　前記シューズ口ッカー及び脱衣口ッカーに組込まれたリストバンドのＩＣチップ情報を
読み書きするＩＣチップ情報読書装置が接続され、前記施錠装置を制御するコントローラ
と、
　施設フロントに設置され入退場時にＩＣチップ情報を読み書きする機能を備えた情報管
理装置を有し、
　

　

　
す

ることを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項２】
請求項 に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムにおいて、前記ＩＣチ
ップはＩＣチップ情報を書込むことができることを特徴とするシューズロッカー及び脱衣
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前記シューズロッカーにシューズを収納したことにより前記リストバンドに格納された
シューズロッカー利用情報であるＩＣチップ情報を前記情報管理装置において記憶した後
に前記リストバンドから消去する手段と、

前記脱衣ロッカーに衣類を収納したことにより前記リストバンドに脱衣ロッカー利用情
報であるＩＣ  チップ情報を格納する手段と、

前記情報処理装置において前記リストバンドに基づき利用料金の精算後に前記リストバ
ンドに料金精算確認データ並びにシューズロッカー解錠データを入力する手段とを具備

１



ロッカー管理システム。
【請求項３】
諸求項 に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムにおいて、前
記ＩＣチップはＩＣチップ情報に加え利用料金の精算完了情報を書込むことができること
を特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項４】
請求 のいずれか１項に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システ
ムにおいて、前記ＩＣチップはＩＣチップ情報に加えシューズロッカー及び脱衣ロッカー
の固有番号情報を書込むことができることを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカ
ー管理システム。
【請求項５】
請求 のいずれか１項に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理シ
ステムにおいて、前記シューズロッカーは前記ＩＣチップ読書装置を介し、前記固有番号
情報及び利用料金の精算完了情報を読出し前記施錠装置を制御するコントローラで情報の
正誤を判断することを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項６】
請求項 に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムにおいて、前記リスト
バンドはシューズロッカーに具備された施錠装置に着脱自在に取付けられることを特徴と
するシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項７】
請求 のいずれか１項に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システ
ムにおいて、前記脱衣ロッカーは前記ＩＣチップ読書装置を介し、前記固有番号情報の書
込みあるいは削除することができ、前記施錠装置を制御するコントローラで固有番号情報
の正誤を判断することを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項８】
請求 のいずれか１項に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理シ
ステムにおいて、前記施錠装置はコントローラからの電気信号により施解錠されることを
特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【請求項９】
請求 のいずれか１項に記載のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管
理システムにおいて、前記情報管理装置は前記シューズロッカーの固有番号情報とＩＣチ
ップ情報を管理することを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明 及び脱衣ロッカー管理システムに係わり、特に利用者が持つ
ＩＣチップ内蔵のリストバンド用いて、シューズロッカーの扉の解施錠、料金の精算を行
えるように 及び脱衣ロッカー管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、温浴施設、フィットネスクラブ、アミューズメント施設その他遊戯施設において
、シューズロッカーにシューズを保管させ、そのシューズロッカーの鍵をフロントに預け
る代わりに、リストバンドを貸与し、施設の利用後、退場時にリストバンドとシューズロ
ッカーの鍵を交換している。
【０００３】
　このような施設内の利用料金は、入場時に徴収する場合と、退場時に徴収する場合と、
入場時に一部利用料金を徴収しその後に利用した施設の料金を退場時に徴収し精算する場
合がある。従来の施設では、入場者が不正の目的で、入場時に２ヵ所のシューズロッカー
の鍵を取り、１本を施設管理者に預け、退場時にもう１本の鍵を用いてシューズロッカー
から入場時に預けたシューズを取出し、利用料金を支払わずに不正退場してしまう場合、
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あるいは、シューズロッカーの鍵を施設管理者が預かるため、その保管管理が面倒である
という欠点があった。
【０００４】
　なお、特許文献１には、利用者が携帯する非接触記憶媒体を用いてロッカーの解錠、シ
ョップでの支払い、料金精算を行う娯楽施設管理システムが提案されているが、このシス
テムは退場時に利用者にとって不可欠なロッカーの解錠と料金精算が関連付けされていな
いので、利用料金を支払わずに不正退場してしまうこと なくすことはできない。
【０００５】
　また、上記のような施設において、シューズロッカー及び脱衣ロッカーが設置されてい
る場合には、シューズロッカーにシューズを保管させ、そのシューズロッカーの鍵をフロ
ントに預け、その代わりに脱衣ロッカーの鍵の付いたリストバンドを貸与し、施設内を利
用させ退場時にそのリストバンドとシューズロッカーの鍵を交換している。このような管
理方法では、シューズロッカー及び脱衣ロッカーの２種類の鍵を管理する必要があり、施
設管理者の保管管理が面倒であるという欠点があった。
【０００６】
　なお、特許文献２には、ロッカーキーに電磁波、超音波等のキー信号を用いたロッカー
管理システムが提案されているが、このシステムでは下足ロッカーキーと更衣ロッカーキ
ーをフロントで交換する従来の仕組みにロッカーキー信号を検出する機能を有するゲート
を設置し利用看の不正防止を目的としたシステムであり、ロッカーキー１種類で管理する
ことができない。
【特許文献１】特開平３－２０２９９７号公報（第２頁下段左欄第１８行～同下段右欄第
１０行、図６、図７（Ａ）～（Ｃ））
【特許文献２】特開平８－２４００４７号公報（段落［００１１］、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上述した事情を考慮してなされたもので、利用料金の確実な徴収と保管管理に
要する施設管理者の手間を省き、円滑な施設運用を可能に 及び脱衣
ロッカー管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　 の１つの態様によれば、施錠装置を具備するシューズロッカー及び脱衣ロッカー
が設置された施設において用いられ、施設への入場時に貸与されるＩＣチップが内蔵され
たリストバンドと、前記シューズ口ッカー及び脱衣口ッカーに組込まれたリストバンドの
ＩＣチップ情報を読み書きするＩＣチップ情報読書装置が接続され、前記施錠装置を制御
するコントローラと、施設フロントに設置され入退場時にＩＣチップ情報を読み書きする
機能を備えた情報管理装置を有し、前記シューズロッカーにシューズを収納したことによ
り前記リストバンドに格納されたシューズロッカー利用情報であるＩＣチップ情報を前記
情報管理装置において記憶した後に前記リストバンドから消去する手段と、前記脱衣ロッ
カーに衣類を収納したことにより前記リストバンドに脱衣ロッカー利用情報であるＩＣ  
チップ情報を格納する手段と、前記情報処理装置において前記リストバンドに基づき利用
料金の精算後に前記リストバンドに料金精算確認データ並びにシューズロッカー解錠デー
タを入力する手段とを具備することを特徴とするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理
システムが提供される。これにより、リストバンドの保管管理の手間が省け、円滑な施設
運用を可能にするシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムが実現される。
【０００９】
　好適な一例では、前記ＩＣチップはＩＣチップ情報を書込むことができる。
【００１０】
　また、他の好適な一例では、前記ＩＣチップはＩＣチップ情報に加え利用料金の精算完
了情報を書込むことができる。
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【００１１】
　また、他の好適な一例では、前記ＩＣチップはＩＣチップ情報に加えシューズロッカー
及び脱衣ロッカーの固有番号情報を書込むことができる。
【００１２】
　また、他の好適な一例では、前記シューズロッカーは前記ＩＣチップ読書装置を介し、
前記固有番号情報及び利用料金の精算完了情報を読出し前記施錠装置を制御するコントロ
ーラで情報の正誤を判断する。
【００１３】
　また、他の好適な一例では、前記リストバンドはシューズロッカーに具備された施錠装
置に着脱自在に取付けられる。
【００１４】
　また、他の好適な一例では、前記脱衣ロッカーは前記ＩＣチップ読書装置を介し、前記
固有番号情報の書込みあるいは削除することができ、前記施錠装置を制御するコントロー
ラで固有番号情報の正誤を判断する。
【００１５】
　また、他の好適な一例では、前記施錠装置はコントローラからの電気信号により施解錠
される。
【００１６】
また、他の好適な一例では、前記情報管理装置は前記シューズロッカーの固有番号情報と
ＩＣチップ情報を管理する。
【発明の効果】
【００１７】
　 に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムによれば、リストバン
ドの保管管理の手間が省け、円滑な施設運用を可能にするシューズロッカー及び脱衣ロッ
カー管理システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　 の第１実施形態について、添付図面を参照して説
明する。
【００１９】
　 ロッカー管理システムの第１実施形態の概念図、図２は本システムに用
いられるリストバンドの概念図である。
【００２０】
　図１及び図２に示すように、本第１実施形態のシューズロッカー管理システム１は、個
別ロッカー２ａ毎に施錠機構２ｂを備えたシューズロッカー２が設置された施設への入場
時に貸与され、ＩＣチップ３ａを内蔵したリストバンド３と、シューズロッカー２に組込
まれ、ＩＤ情報を主体とするＩＣチップ情報（以下、単にチップ情報という。）を読取る
第１のＩＣチップ情報読取装置４と、退場時にチップ情報を読取る第２のＩＣチップ情報
読取装置５と、この第２のＩＣチップ情報読取装置５からのチップ情報が入力される情報
入力装置６と、この情報入力装置６からのチップ情報と前記第１のＩＣチップ情報読取装
置４から使用中のシューズロッカー情報を管理する情報管理装置７を有している。
【００２１】
　図３に示すように、シューズロッカー２に組込まれた第１のＩＣチップ情報読取装置４
は、読取部４ａと制御部４ｂから構成され、この制御部４ｂはシューズロッカー１に設置
された上位コントローラ２ｃを介して情報管理装置７に接続され、また、制御部４ｂには
上位コントローラ２ｃ及びシューズロッカー１に設けられた施錠コントローラ２ｂ１を介
して電気信号により開閉制御される施錠装置２ｂが接続され、さらに、施錠コントローラ
２ｂ１には、施錠装置２ｂを開閉制御するための入力を行う操作パネル２ｄが接続されて
いる。施錠装置２ｂが電気信号により制御されるので、遠隔からの解施錠制御が行える。
また、操作パネル２ｄがシューズロッカー１に設けられることにより、利用者は容易にロ
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ッカー番号を入力でき、さらに、空きロッカー番号などを表示し利用者に知らせることが
できる。
【００２２】
　リストバンド３のＩＣチップ３ａのチップ情報は、読取部４ａで読取られ、制御部４ｂ
に送信され、さらに、上位コントローラ２ｃに送信される。
【００２３】
　この上位コントローラ２ｃは、このように制御部４ｂからの情報受信が可能であるとと
もに、情報管理装置７、施錠コントローラ２ｂ１と情報の送受信ができるようになってい
る。施錠コントローラ２ｂ１は上位コントローラ２ｃ、操作パネル２ｄ、施錠装置２ｂと
信号の送受信が可能になっており、操作パネル２ｄは施錠コントローラ２ｂ１からの情報
を表示し、利用者に知らせることができるようになっている。また、操作パネル２ｄは、
利用者の操作により情報の入力ができ、その情報は施錠コントローラ２ｂ１に送信でき、
施錠装置２ｂは施錠コントローラ２ｂ１との間で信号の送受信ができるようになっている
。第１のＩＣチップ情報読取装置４は、保管したシューズロッカー番号とチップ情報を、
上位コントローラ２ｃを介して情報管理装置７に記憶し管理するようになっている。なお
、上位コントローラは、制御部、施錠コントローラと一体的にシューズロッカーに設けら
れてもよく、また、情報管理装置と一体的に設けられていてもよい。
【００２４】
　施錠装置２ｂは上位コントローラ２ｃ、施錠コントローラ２ｂ１からの信号により、シ
ューズロッカー２の施解錠を行うことができシューズを保管が可能となり、また、施錠装
置２ｂは鍵を鍵穴に差込み、施解錠することもできるようになっている。
【００２５】
　また、施設出口は、図８に示すように、シューズロッカー２よりもより施設の内側に配
置され、この出口近傍には、図１に示すように、支払い料金精算部を兼ねたリストバンド
回収部Ｃが設けられており、このリストバンド回収部Ｃには、第１のＩＣチップ情報読取
装置４と同様の構成をなす第２のＩＣチップ情報読取装置５と、この第２のＩＣチップ情
報読取装置５からのチップ情報が入力され表示部６ａが設けられた情報入力装置６及びこ
の情報入力装置６に接続されたプリンタ６ｂが設置されている。従って、リストバンド３
のチップ情報は、第２のＩＣチップ情報読取装置５で読取られ、情報入力装置６を介して
情報管理装置７に送信され、また、情報入力装置６は情報管理装置７から送信されてくる
料金精算金額等を表示部６ａに表示し、プリンタ６ｂに印字するようになっている。
【００２６】
　また、施設入口近傍には、必要に応じて、図１に示すように、リストバンド利用開始部
Ａが設けられており、このリストバンド利用開始部Ａには、第２のＩＣチップ情報読取装
置５と同様に第３のＩＣチップ情報読取装置８、表示部９ａが設けられた情報入力装置９
が設置されており、入場時に貸与されたリストバンド３を第３のＩＣチップ情報読取装置
８にかざすことで、チップ情報が読取られ、情報管理装置７に記憶されるようになってい
る。これにより、入場時に、迅速かつ正確にＩＣチップ情報を情報管理装置７に記憶させ
ることができる。
【００２７】
　さらに、施設内には、必要に応じて、図１に示すように、随所にレストラン、別料金の
アトラクション会場等に利用料金情報収集部Ｂが設置され、この利用料金情報収集部Ｂに
は、第３のＩＣチップ情報読取装置８と同様に第４のＩＣチップ情報読取装置１０、情報
入力装置１１が設置されており、リストバンド３を第４のＩＣチップ情報読取装置１０に
かざすことで、チップ情報が読取られ、情報管理装置７に記憶されるようになっている。
さらに、他の利用料金情報収集部Ｂｎには、同様に第ｎのＩＣチップ情報読取装置１０ｎ
、情報入力装置１１ｎが設置されている。
【００２８】
　上記のように本実施形態のシューズロッカー管理システムは、入場時に利用者が空いて
いるシューズロッカー番号を確認し、シューズロッカーに組込まれたタッチパネルにシュ
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ーズロッカー番号を入力し、リストバンドをかざすことでシューズの管理ができる機能を
備える。これにより、容易かつ確実にシューズの保管管理が行える。また、利用料金が発
生する場所に設置したＩＣチップ読取装置が設けられた情報入力装置にＩＣチップを内蔵
したリストバンドをかざすことでチップ情報と利用料金が情報管理装置に送信され、情報
管理装置でチップ情報に利用料金を紐付け利用料金の集計加算を行う機能を備える。これ
により、利用料金の確実な徴収が行える。さらに、利用料金の徴収やリストバンドの利用
開始部に設置したＩＣチップ読取装置が設けられた情報入力装置にリストバンドをかざす
ことでチップ情報が情報管理装置に送信され情報管理装置で管理しているチップ情報と一
致するチップ情報の集計された利用料金を情報入力装置に表示する機能を備える。これに
より、利用料金入力が容易かつ正確に行えるとともに利用料金の確実な徴収が行える。ま
た、利用料金の徴収後、シューズロッカーを解錠させる機能を備える。これにより、利用
料金の確実な徴収とシューズの保管管理を容易かつ正確に行える。
【００２９】
　次に本第１実施形態のシューズロッカー管理システムの働きについて、図４～図７に示
すシステムフローチャートに沿って説明する。
【００３０】
　図１及び図８の利用者の動線に示すように、入場時にＩＣチップ３ａ 内蔵されたリス
トバンド３が貸与された利用者は、リストバンド利用開始部Ａであるリストバンド利用開
始登録フロントへ移動し（Ｓ１）、リストバンド３を施設管理者（従業員）に渡し、施設
管理者はリストバンド３を第３のＩＣチップ情報読取装置８にかざすことで（Ｓ２）、チ
ップ情報が読取られ（Ｓ３）、このチップ情報がＩＣチップ情報読取装置８から情報入力
装置９に送信され（Ｓ４）、さらに、情報入力装置９から情報管理装置７に送信され（Ｓ
５）、当該利用者のＩＤ番号に対応して設けられる記憶テーブルに記憶することで情報管
理装置７に記憶される（Ｓ６）。この時点で入場料も記憶テーブルに記憶される。
【００３１】
　利用者は施設管理者からリストバンド３を受取り（Ｓ７）、しかる後、シューズロッカ
ー２に移動し（Ｓ８）、リストバンド３を図３に示すようなＩＣチップ読取装置４の読取
部４ａにかざす（Ｓ９）。
【００３２】
　さらに、シューズ保管動作について、図５に示すフローチャートに沿って、詳細に説明
する。
【００３３】
　読取部４ａはチップ情報を読取り（Ｓ９１）、読取部４ａはチップ情報を制御部４ｂに
送信し（Ｓ９２）、さらに、制御部４ｂはチップ情報を上位コントローラ２ｃに送信する
（Ｓ９３）。上位コントローラ２ｃは、施錠コントローラ２ｂ１に空きロッカー検索を指
示し、チップ情報を送信する（Ｓ９４）。施錠コントローラ２ｂ１は空きロッカーを検索
し（Ｓ９５）、施錠コントローラ２ｂ１は空きロッカー決定する（Ｓ９６）。施錠コント
ローラ２ｂ１はロッカー番号を操作パネル２ｄに送信し、（Ｓ９７）、操作パネル２ｄが
この番号を表示する（Ｓ９８）。また、施錠コントローラ２ｂ１はＳ９７のロッカー番号
の送信とともに、ロッカーの解錠指示を施錠装置２ｂに送信し（Ｓ９９）、受信した施錠
装置２ｂは解錠する（Ｓ１００）。利用者は扉を開けてシューズを収納し、扉を閉める（
Ｓ１０１）。施錠装置２ｂは施錠状態になり（Ｓ１０２）、施錠装置２ｂは施錠コントロ
ーラ２ｂ１に保管完了情報を送信 施錠コントローラ２ｂ１はロッカー番号とチップ
情報を上位コントローラ２ｃに これらを受信した上位コントローラ２ｃは、さら
に情報管理装置７に 受信した情報管理装置７はロッカー番号とチップ情報をＩＤ
番号に対応して設けられる記憶テーブルに記憶し登録する（Ｓ１０）。
【００３４】
　図４に示すように、一方、上記Ｓ１０１においてシューズの収納を完了した利用者は、
図８に示すように施設内に移動し（Ｓ１１）、別途料金を必要とするアトラクション会場
に入場する（Ｓ１２）。
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【００３５】
　さらに、利用料金の集計フローについて、図６に示すチャートに沿って、詳細に説明す
る。
【００３６】
　利用者は利用料金情報収集部Ｂに行き、利用者はリストバンド３を第４のＩＣチップ情
報読取装置１０にかざし（Ｓ１２１）、この情報入力装置１１がチップ情報を読取り（Ｓ
１２２）、施設管理者は利用金額を情報入力装置１１に入力する（Ｓ１２３）。情報入力
装置１１ｎはチップ情報と利用料金を情報管理装置７に送信し（Ｓ１２４）、情報管理装
置７は利用料金を加算し記憶する（Ｓ１２５）。
【００３７】
　利用者は施設内の他のアトラクション会場への入場、レストランの利用、お土産の購入
等を行った場合にも、上記Ｓ１２１～Ｓ１２５のステップと同様に情報管理装置７はその
料金を全て加算し記憶する。
【００３８】
　利用者が施設の利用を終えて退場することになるが、利用者は施設内の利用料金情報収
集部Ｂにおける利用料金を支払い、精算すべく支払い料金精算部を兼ねたリストバンド回
収部Ｃに行く（Ｓ１３）。
【００３９】
　利用料金の料金精算フローについて、図７に示すチャートに沿って、詳細に説明する。
【００４０】
　利用者はリストバンド回収部Ｃで、施設管理者にリストバンド３を Ｓ１３１）、
施設管理者はリストバンド３を第２のＩＣチップ情報読取装置５にかざし（Ｓ１３２）、
この第２のＩＣチップ情報読取装置５がチップ情報を読取り（Ｓ１３３）、この情報を受
信した第２の情報入力装置６はさらに、情報管理装置７に送信し（Ｓ１３４ 情報管理
装置７はこれを受信する（Ｓ１３５）。チップ情報を受信した情報管理装置７は、リスト
バンド利用開始部Ａにおける入場料及び利用料金情報収集部Ｂにおける利用料金を含む利
用料金情報を第２の情報入力装置６に送信し（Ｓ１３６）、第２の情報入力装置６はこれ
を受信し（Ｓ１３７）、表示部６ａに利用料金を表示する（Ｓ１３８）。
【００４１】
　この表示に基づき、施設管理者は利用者から利用料金を徴収し（Ｓ１３９）、第２の情
報入力装置６に精算完了を入力する。第２の情報入力装置６は精算完了情報とチップ情報
を情報管理装置７に送信し（Ｓ１４０）、情報管理装置７はこれを受信し（Ｓ１４１）、
施錠装置２ｂを解錠するための暗証番号を設定し（Ｓ１４２）、さらに、ロッカー番号と
暗証番号を第２の情報入力装置６及び上位コントローラ２ｃに送信し（Ｓ１４３）、第２
の情報入力装置６及び上位コントローラ２ｃはこれを受信する（Ｓ１４４）。プリンタ６
ｈは暗証番号、ロッカー番号及び利用料金をシートに印刷し（Ｓ１４５）、施設管理者は
利用者に渡す（Ｓ１４５）。
【００４２】
　図４に示すように、暗証番号、ロッカー番号及び利用料金が印刷されたシートを受取っ
た利用者は、リストバンド回収部Ｃよりもより施設の外側に配置されたロッカー２のとこ
ろに行く（Ｓ１４）。
【００４３】
　利用者はロッカー番号、暗証番号を操作パネル２ｄに入力し（Ｓ１５）、これを受信し
た上位コントローラ４ｃは、これらの情報と情報管理装置２ａからの情報が一致するか否
か判定する（Ｓ１６）。一致する場合には、上位コントローラ４ｃは施錠コントローラ４
ｄを介して施錠装置２ａを解錠する（Ｓ１７）。利用者は解錠されたロッカーからシュー
ズを取り出し扉を閉め（Ｓ１８）、利用者はシューズ 、退場する（Ｓ１９）。
【００４４】
　上記Ｓ１６において、判定が不一致の場合には、利用者が入力をやり直し、あるいは施
設管理者に申し出て適切に処理し、退場する（Ｓ２０）。
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【００４５】
　上記のように本第１実施形態のシューズロッカー管理システムによれば、利用料金の確
実な徴収と保管管理に要する施設管理者の手間を省き、円滑な施設運用が可能となる。特
に支払い料金精算部を兼ねたリストバンド回収部が、シューズロッカーよりもより施設の
内側に配置されていても、料金の精算が完了しないとロッカーからシューズを取り出せな
いので、料金未精算での退場を効果的に防止できる。
【００４６】
　 システムの第２実施形態について説明する。
【００４７】
　上記第１実施形態はシューズロッカーがリストバンド回収部よりも施設のより外側に配
置され、シューズロッカーを管理するのに対して、本第２実施形態はシューズロッカーが
リストバンド回収部よりも施設の内側に配置される。
【００４８】
　例えば、利用者の動線を示す図９及び図１０に示すように、本第２実施形態のシューズ
ロッカー管理システム１は、施設出口が入口に近接して配置され、これに伴い、リストバ
ンド回収部Ｃがリストバンド利用開始部Ａに近接して配置され、スタンドアローン状態、
すなわち情報管理装置７に接続されていないシューズロッカー２がリストバンド回収部Ｃ
よりも施設の内側に配置されている。本第２実施形態のシューズロッカー管理システムは
、シューズロッカーの読取装置にリストバンドをかざしシューズロッカーに保管したシュ
ーズを取出してからＩＣチップ読取装置が設けられた情報入力装置で利用料金を徴収する
機能を備えるものである。この場合、シューズロッカーと情報管理システムは、情報の送
受信は行わず、シューズロッカーにＩＣチップ情報とシューズロッカー番号を紐付けし管
理する機能を備える。なお、リストバンド利用開始部Ａ、利用料金情報収集部Ｂ及びリス
トバンド回収部Ｃには、第１実施形態と同様に図１及び図３に示すような読取装置、制御
装置、施錠装置等が設けられている。
【００４９】
　従って、図９及び図１０に示すように、入場時にＩＣチップに内蔵されたリストバンド
が貸与された利用者は、図４の第１実施形態のＳ１～Ｓ１２、Ｓ９１～Ｓ１０２及びＳ１
２１～Ｓ１２５と同様のステップ後、退場するために、リストバンド回収部ＣＡよりも施
設の内側に配置されたシューズロッカー２に行く（Ｓ２１）。
【００５０】
　図３に示すように、リストバンド３を読取部４ａにかざし（Ｓ２２）、読取部４ａはチ
ップ情報を読取り（Ｓ２３）、読取部４ａはチップ情報を制御物を介して上位コントロー
ラ２ｃに送信し、これを受信した上位コントローラ２ｃは、施錠コントローラ２ｂ１にチ
ップ情報の検索を指示し、施錠コントローラ２ｂ１はチップ情報を検索し（Ｓ２４）、施
錠コントローラ２ｂ１はチップ情報が一致するか否かを判定する（Ｓ２５）。チップ情報
と一致するロッカー番号がない場合には、操作パネル２Ａｄにエラー表示する（Ｓ２６）
。
【００５１】
　チップ情報と一致するロッカー番号がある場合には、施錠コントローラ２ｂ１は、ロッ
カーの解錠指示を施錠装置２ｂに送信し、受信した施錠装置２ｂは解錠する（Ｓ２７）。
利用者 扉を開けてシューズを収納し、扉を閉める（Ｓ２８）。利用者はリストバンド回
収部Ｃに行き（Ｓ２９）、図７のＳ１３１～Ｓ１３９と同様の精算ステップの後、利用者
は退場する（Ｓ３０）。
【００５２】
　上記のように本第２実施形態のシューズロッカー管理システムによれば、利用料金の確
実な徴収と保管管理に要する施設管理者の手間を省き、円滑な施設運用が可能となる。特
に支払い料金精算部を兼ねたリストバンド回収部が、シューズロッカーよりもより施設の
外側に配置されているので、料金未精算での退場を効果的に防止できる。
【００５３】
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　なお、上記第１実施形態及び第２実施形態において、施設入口にリストバンド利用開始
部、出口あるいはその近傍にリストバンド回収部を配置したが、施設の規模によっては、
リストバンド利用開始部とリストバンド回収部を兼ねさせることも可能で

管理システムは、必ずしも入場時にＩＣチップ情報を読取る第３のＩＣチップ情
報読取装置を設ける必要はない。
【００５４】
　また、本発明に係わる 実施形態に
ついて説明する。
【００５５】
　上記第１実施形態はシューズロッカーを管理するのに対して、 はシューズロ
ッカー及び脱衣ロッカーを管理する管理システムである。
【００５６】
　例えば、図１２に示すように、 のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理シ
ステム３１は、施設入場時に貸与されるＩＣチップ３３ａを内蔵したリストバンド３３と
、個別のシューズロッカー３２ａ毎にＩＣチップ情報読書装置３２ｂ及び施錠装置３２ｃ
を備えたシューズロッカー３２と、ＩＣチップ情報を読み書きする機能を有する読書機３
４ａはＩＣチップ情報を管理する情報管理装置３４に接続され、また個別の脱衣ロッカー
３５ａ毎にＩＣチップ情報読書装置３５ｂ及び施錠装置３５ｃを備えた ロッカー３５
を有している。
【００５７】
　上記シューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システム３１において、入場時に利用者は
リストバンド３３が着脱自在に取付られた個別のシューズロッカー３２ａに自分のシュー
ズを入れ、個別のシューズロッカー３２に着脱自在に取付けられているリストバンド３３
を個別のシューズロッカー３２から取外す。リストバンド３３はフロントに持込まれ、フ
ロントに設けられた読書機３４ａでＩＣチップ３３ａに登録されたＩＣチップ情報、シュ
ーズロッカー３２の固有番号情報が読取情報管理装置３４に登録される。
【００５８】
　情報管理装置３４にＩＣチップ情報、シューズロッカー３２の固有番号情報が登録され
た後、ＩＣチップ３３ａのシューズロッカー３２の固有番号情報は削除され、脱衣ロッカ
ー３５の固有番号情報が書込める状態となる。
【００５９】
　さらに利用者はリストバンド３３を空いている個別の脱衣ロッカー３５ａ毎に備えられ
たＩＣチップ情報読書装置３５ｂにかざすことでＩＣチップ３３ａには脱衣ロッカー３５
ａの固有番号情報が登録され、個別の脱衣ロッカー３５ａにはＩＣチップ情報が登録され
る。これによりリストバンド３３のみでシューズロッカー３２と脱衣ロッカー３５の利用
が可能となりリストバンド３３の保管管理の手間が省け、円滑な施設運用が行える。また
、利用料金の徴収後、ＩＣチップ３３ａにはシューズロッカー３２の固有番号情報に加え
利用料金の精算完了情報が登録され、この利用料金の精算完了情報により個別のシューズ
ロッカー３２ａの解錠が可能となる機能を備える。
【００６０】
　図１３に示すように、リストバンド３３はＩＣチップ３３ａを内蔵しており、さらにそ
の側面には、リストバンド３３をシューズロッカー３２の施錠装置３２ｃに着脱自在に取
付け可能にする取付部３３ｂが設けられている。リストバンド３３の取付けは、取付部３
３ｂを個別のシューズロッカー３２の施錠装置３２ｃに設けられた取付溝部（図示せず）
に差込むことで行われる。
【００６１】
　図１４に示すように、シューズロッカー３２及び脱衣ロッカー３５に組み込まれたＩＣ
チップ情報読書装置３２ｂ、３５ｂは、読書部３２ｄ、３５ｄとコントローラ３２ｅ、３
５ｅから構成され、読書部３２ｄ、３５ｄでＩＣチップ３３ａの情報を読み書きし、その
情報はコントローラ３２ｅ、３５ｅにて判断される。
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【００６２】
　さらにコントローラ３２ｅ、３５ｅはシューズロッカー３２、脱衣ロッカー３５の施錠
装置３２ｃ、３５ｃに接続され、施錠装置３２ｃはコントローラ３２ｅ、３５ｅからの電
気信号により錠の施解錠を行う。
【００６３】
　次に のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの働きについて、図
１５～図１８に示すシステムフローチャートに沿って説明する。
【００６４】
　利用者は自分のシューズを空いている個別のシューズロッカー３２ａに入れ、施設入場
時に貸与されるＩＣ３３ａを内蔵したリストバンド３３を個別のシューズロッカー３２ａ
の施錠装置３２ｃから取外し（Ｓ３１）、リストバンド３を持ってフロントヘ移動し（Ｓ
３２）、係員にリストバンド３３を渡す（Ｓ３３）。
【００６５】
　係員がリストバンド３３を読書機３４ａにかざすことで（Ｓ３４）、ＩＣチップ３３ａ
のＩＣチップ情報、シューズロッカー３２の固有番号情報が読取られ（Ｓ３５）、この情
報は読書機３４ａから情報管理装置３４に送信され（Ｓ３６）、情報管理装置３４に登録
される（Ｓ３７）。
【００６６】
　情報管理装置３４に登録された後、シューズロッカー３２の固有番号情報の削除指示が
情報管理装置３４から読書機３４ａに送信され（Ｓ３８）、読書機３４ａはＩＣチップ３
４ａに登録されているシューズロッカー３２の固有番号情報を削除する（Ｓ３９）。
【００６７】
　係員は、シューズロッカー３２の固有番号情報が削除されたリストバンド３３を利用者
に返却し（Ｓ４０）、利用者はリストバンド３３を持って脱衣ロッカー３５へ移動する（
Ｓ４１）。
【００６８】
　利用者は空いている個別の脱衣ロッカー３５ａで着替えをし（Ｓ４２）、個別の脱衣ロ
ッカー３５ａ ＩＣチップ情報読書装置３５ｂの読書部３５ｄにリストバンド３３をかざ
す（Ｓ４３）。
【００６９】
　読書部３５ｄはＩＣチップ３３ａのＩＣチップ情報を読取り（Ｓ４４）、この情報は読
書部３５ｄからコントローラ３５ｅに送信し（Ｓ４５）、コントローラ３５ｅはこの情報
を登録する（Ｓ１６）。
【００７０】
　コントローラ３５ｅに登録された後、コントローラ３５ｅは読書部３５ｄに脱衣ロッカ
ー３５の固有番号情報を送信する（Ｓ４７）。
【００７１】
　読書部３５ｄは脱衣ロッカー３５の固有番号情報をＩＣチップ３５ａに登録する（Ｓ４
８）。
【００７２】
　さらに、コントローラ３５ｅは施錠装置３５ｅに施錠信号を送信し（Ｓ４９）、施錠装
置３５ｃは施錠を行う（Ｓ５０）。
【００７３】
　利用者は個別の脱衣ロッカー３５の施錠装置３５ｃが施錠したことをもって、リストバ
ンド３３を持ち施設内へ移動する（Ｓ５１）。
【００７４】
　利用者が施設内を利用した後、脱衣ロッカー３５ａに戻り自分が使用している個別の脱
衣ロッカー３５ａに組込まれたＩＣチップ情報読書装置３５ｂの読書部３５ｄにリストバ
ンド３３をかざす（Ｓ５２）。
【００７５】
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　読書部３５ｄはＩＣチップ３３ａのＩＣチップ情報、脱衣ロッカー３５の固有番号情報
を読取り（Ｓ５３）、この情報は読書部３５ｄからコントローラ３５ｅに送信し（Ｓ５４
）、コントローラ３５ｅはこの情報と登録されている情報が一致するか判断する（Ｓ２５
）。
【００７６】
　一致した場合は、コントローラ３５ｅは施錠装置３５ｃに解錠信号を送信し（Ｓ５６、
Ｓ５７）、施錠装置３５ｃは解錠を行う（Ｓ５８）。
【００７７】
　さらに、コントローラ３５ｅは登録しているＩＣチップ情報を削除し（Ｓ５９）、また
コントローラ３５ｅは読書部３５ｅに脱衣ロッカー３５の固有番号情報の削除指示を送信
し（Ｓ６０）、読書部３５ｄはＩＣチップ３３ａに登録されている脱衣ロッカー３５の固
有番号情報を削除する（Ｓ６１）。
【００７８】
　利用者は着替えをし、リストバンド３３を持ってフロントヘ移動し（Ｓ６２）、係員に
リストバンド３３を渡す（Ｓ６３）。
【００７９】
　係員がリストバンド３３を読書機３４ａにかざすことで（Ｓ６４）、ＩＣチップ３３ａ
のＩＣチップ情報が読取られ（Ｓ６５）、この情報は読書機３４ａから情報管理装置３４
に送信され（Ｓ６６）、情報管理装置３４に登録されているＩＣチップ情報からシューズ
ロッカー３２の固有番号情報を検索し（Ｓ６７）、情報管理装置３４はシューズロッカー
３２の固有番号情報及び利用料金の精算完了情報を読書機３４ａに送信し（Ｓ６８）、読
書機３４ａはＩＣチップ３３ａにシューズロッカー３２の固有番号情報及び利用料金の精
算完了情報を登録する（Ｓ６９）。
【００８０】
　係員は、シューズロッカー３２の固有番号情報及び利用料金の精算完了情報が登録され
たリストバンド３３を利用者に返却し（Ｓ７０）、利用者はリストバンド３３を持ってシ
ューズロッカー３２へ移動する（Ｓ７１）。
【００８１】
　自分が使用している個別のシューズロッカー３２ａの施錠装置３２ｃにリストバンド３
３を差込み、リストバンド３３を個別のシューズロッカー３２ａに保持させる（Ｓ４２）
。
【００８２】
　このとき、読書部３２ｄはＩＣチップ３３ａのＩＣチップ情報、シューズロッカー３２
の固有番号情報、利用料金の精算完了情報を読取り（Ｓ７３）、この情報は読書部３２ｄ
からコントローラ３２ｅに送信し（Ｓ７４）、コントローラ３２ｅはこの情報と登録され
ているシューズロッカー３２の固有番号情報、ＩＣチップ情報が一致しかつ利用料金の精
算完了情報があるか判断する（Ｓ７５）。
【００８３】
　一致した場合は、コントローラ３２ｅは施錠装置３２ｃに解錠信号を送信し（Ｓ７６、
Ｓ７７）、施錠装置３２ｃは解錠を行う（Ｓ７８）。
【００８４】
　さらに、コントローラ３２ｅは読書部３２ｄに利用料金の精算完了情報の削除指示を送
信し（Ｓ７９）、読書部３２ｄはＩＣチップ３３ａに登録されている利用料金の精算完了
情報を削除する（Ｓ８０）。
【００８５】
　利用者は個別のシューズロッカー３２ａから自分のシューズを取出し退場する（Ｓ８１
）。
【００８６】
　上記のように のシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムによれば、
リストバンドの保管管理の手間を省き、円滑な施設運用を可能にすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】 管理システムの第１実施形態の概念図。
【図２】 管理システムに用いられるリストバンドの概念図。
【図３】 管理システムに用いられるシューズロッカーの施錠装置の制御
概念図。
【図４】 管理システムの第１実施形態のフローチャート。
【図５】 管理システムの第１実施形態のフローチャート。
【図６】 管理システムの第１実施形態のフローチャート。
【図７】 管理システムの第１実施形態のフローチャート。
【図８】 管理システムの第１実施形態における人の動線図。
【図９】 管理システムの第２実施形態における人の動線図。
【図１０】 管理システムの第２実施形態の概念図。
【図１１】 管理システムの第２実施形態のフローチャート。
【図１２】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
の概念図。
【図１３】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
に用いられるリストバンドの概念図。
【図１４】本発明の 実施形態に用いられるシューズロッカー及び脱衣ロッカーのＩＣチ
ップ情報読書装置及び施錠装置の制御概念図。
【図１５】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
のフローチャート。
【図１６】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
のフローチャート。
【図１７】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
のフローチャート。
【図１８】本発明に係わるシューズロッカー及び脱衣ロッカー管理システムの 実施形態
のフローチャート。
【符号の説明】
【００８８】
１　シューズロッカー管理システム
２　シューズロッカー
２ａ　個別ロッカー
２ｂ　施錠機構
２ｂ１ 　施錠コントローラ
２ｃ　上位コントローラ
２ｄ　操作パネル
３　リストバンド
３ａ　ＩＣチップ
４　第１のＩＣチップ情報読取装置
４ａ　読取部
４ｂ　制御部
５　第２のＩＣチップ情報読取装置
６　情報入力装置
６ａ　表示部
６ｂ　プリンタ
７　情報管理装置
８　第３のＩＣチップ情報読取装置
９　情報入力装置
９ａ　表示部
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１０　第４のＩＣチップ情報読取装置
１０ｎ　第ｎのＩＣチップ情報読取装置
１１　情報入力装置
１１ｎ　情報入力装置
Ａ　リストバンド利用開始部
Ｂ　利用料金情報収集部
Ｃ　リストバンド回収部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(13) JP 3955857 B2 2007.8.8



【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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